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(民事）

●1公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に

対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する

条例（平成13年大阪市条例第25号） 5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有す

るか

2公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に

対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか

（令和4年（行上）第317号・令和5年12月12日第三小法廷判決破棄自判）

●国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律第99号） 1条の

規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置､平成25年度及
び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例
並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過
措置の特例について定める部分と憲法25条、 29条

（令和4年（行ツ）第275号・令和5年12月15日第二小法廷判決棄却） ’

I

◎記事…--.---…--…一一一一一・-一一:一----一一・-一-一一一…－－．－－－－．－－－．…･－2
●人事異動（2月18日～3月1日） ’

I◎最高裁判所規程－－－－－－－－－－－．－－．－－－-一一一・一…･一一一一…一……-－－－3
●民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程の制定について

●裁判所職員健康安全管理規程の一部を改正する規程

「
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裁判所時報 令和6年3月15日第1834号

O国民年金法等の一部を改正する法律等の

一部を改正する法律（平成24年法律第9

9号） 1}条の規定のうち、国民年金法に

よる年金たる給付等の額の計算に関する
経過措置、平成25年度及び平成26年

度における国民年金法による年金たる給

付等の額の計算に関する経過措置の特例
並びに平成25年度における厚生年金保

険法による年金たる保険給付の額の計算

に関する経過措置の特例について定める

部分と憲法25条、 29条

最高裁判所判例要旨

民事

公職選挙法251条の規定により遡っ

て大阪市の議会の議員の職を失った

当選人は同市に対し当該当選人を唯

一の所属議員とする会派の行った大

阪市会政務活動費の交付に関する条
例（平成13年大阪市条例第25号） 5

条所定の政務活動に関し不当利得返
還請求権を有するか

公職選挙法251条の規定により遡っ

て大阪市の議会の議員の職を失った
当選人は同市に対し上記議会の議員
と･して行った活動に関し不当利得返
還請求権を有するか

○1

令和4年（行ツ）第275号
令5． 12．15二小判棄却
民集77巻9号本誌1830号2

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正

する法律（平成24年法律第99号） 1条の規定のうち、

国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する

経過措置、平成25年度及び平成26年度における国

民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経

過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保

険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過

措置の特例について定める部分は、憲法25条、 29

条に違反しない。

（補足意見がある。 ）

令和4年（行上）・第317号
令5．12．12三小判破棄自判
民集77巻9号本誌'1830号

1公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の

議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、

当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った

，大阪市会政務活動費の交付に関する条例（平成13

年大阪市条例第25号） 5条所定の政務活動に関し、

不当利得返還請求権を有することはない。

2公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の

議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、

上記議会の議員として行った活動に関し、不当利

得返還請求権を有することはない。

（2につき補足意見及び反対意見がある。 ）
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令和6年3月15日第1834号裁判所時報

福井簡易裁判所判事兼大野簡易裁判所判

事

東京簡易裁判所判事 村上政司

金沢簡易裁判所判事

名古屋簡易裁判所判事 竹内亨

（以上3月1日）

｜ 記事 ｜

◎人事異動

凸

定年退官

横浜地方・家庭裁判所川崎支部判事

e も

9

甲良充一郎

(2月18日）

鹿児島地方・家庭裁判所判事

横浜地方裁判所判事

東京地方・家庭裁判所立川支部判事

0

小泉満理子

(2月20日） 、

4

東京高等裁判所判事 杉山正明

依願退官

東京地方｡家庭裁判所立川支部判事 田尻克已
（以上2月22日）

定年退官．

名古屋高等裁判所判事 、 後藤隆

（2月23日）

定年退官

横浜地方裁判所長 足立哲

（2月26日）

横浜地方裁判所長

東京高等裁判所判事 大竹昭彦

東京高等裁判所判事

名古屋高等裁判所判事 筒井健夫

名古屋高等裁判所判事

津地方・家庭裁判所長 中村さとみ

津地方・家庭裁判所長

東京地方裁判所判事 市原義孝
東京地方裁判所判事

東京高等裁判所判事 衣斐瑞穂

（以上2月27日）

事務総局総務局付

神戸地方・家庭裁判所尼崎支部判事補 長岡慶

事務総局人事局付

神戸地方・家庭裁判所尼崎支部判事補 金子慧史

事務総局民事局付

那覇地方・家庭裁判所判事補 佐藤壮一郎 ，

神戸地方・家庭裁判所姫路支部判事補 鈴木新星

東京地方裁判所判事補 溝口翔太

事務総局刑事局付

青森家庭･地方裁判所弘前支部判事補 渋谷俊介 ｜

長野家庭地方裁判所判事補 吉原裕貴｜
事務総局家庭局付

、
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裁判所・時報 令和6年3月15日第1834号

◎
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対

照
条
文

◎
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
令
和
六
年
二
月
一
四
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和

六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
、
こ
の
規
程
は
、
仲
裁
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
五
号
）
、
調
停
に
よ
る
国
際
的
な
和
解
合
意
に
関
す

る
国
際
連
合
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
六
号
）
及
び
裁
判
外
紛
争

解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十

七
号
）
に
よ
り
、
暫
定
保
全
措
置
命
令
の
執
行
等
認
可
決
定
手
続
、
暫
定
保
全
措
置
命
令
に

係
る
違
反
金
支
払
命
令
手
続
、
国
際
和
解
合
意
及
び
特
定
和
解
の
各
執
行
決
定
手
続
が
創
設

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
ね

《
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
制
定

に
つ
い
て
》
．

（
本
則
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

最
高
裁
判
所

’

規
程

裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
地
方
裁
判
所
（
管
轄
区
域
内
の
簡
易
裁
判
所
及
び
検
察
審
査
会
を
含
む
。
）
の

項
及
び
家
庭
裁
判
所
の
項
中
「
、
事
務
局
人
事
課
長
」
を
『
事
務
局
人
事
課
長
と
し
、
最
高

裁
判
所
が
別
に
定
め
る
庁
に
あ
っ
て
は
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
官
職
」
に
改
め
る
。

・
附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◎
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

９（
令
和
六
年
二
月
一
四
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
）
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令和6年3月15日第1834号裁判所時報
一一

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
、
二
月
十
三
日
に
第
二
百
十
三
回
国

会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
案
は
、
裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化
し
、
及
び
効
率
化
す

る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
減
少
す
る
も
の
で
す
。
法
律
案

の
主
な
内
容
は
、
事
件
処
理
の
支
援
の
た
め
の
体
制
強
化
及
び
国
家
公
務
員
の
こ
ど
も
の
共

育
て
推
進
等
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
事
務
官
を
四
十
四
人
増
員
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お

い
て
、
裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化
し
、
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
技
能
労
務
職
員
等

を
七
十
五
人
減
員
し
、
以
上
の
増
減
を
通
じ
て
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を

三
十
一
人
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

（
法
律
案
条
文
は
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
》

法

律

等

（
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裁判所時報第1834号別添

◎
民
亭
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
亭
件
紀
録
等
保
存
規
糧
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
一
条
関
係
ｌ
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
鋪
一
号
）

第
二
条
関
係
ｌ
事
件
配
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）

別
表

地
方
裁
判
所

（
略
）

仲
裁
関
係
事
件

糊
詞
割
幽
規
制
副
到
刺
渕
制
割
荊
州

（
略
）

馴
鹿
噂
一
（
塙
一
■
蚊
桝
研
で
保
存
す
る
配
は
及
び
本
件
谷
洞
の
保
存
蹴
岡
）
一
別
武
輔
一
（
塙
一
官
貧
判
断
で
保
存
す
る
■
倖
及
び
＄
件
轡
因
の
侭
存
翻
閃
）

十
七

仲
餓
固
“

本
件

新新

五
年

●

$|縦
軋仲

＝

ま｜ *｜ ボ

別
表

地
方
裁
判
所

（
同
上
）

仲
裁
関
係
事
件

（
新
殿
）

（
同
上
）

十
七

仲
戟
鳳
係

事
件

旧旧

五

年

仲
戴
判
麓
の
触
行

挟
定
の
原
本

《
断
圃
》

《
飯
盈
》

I

三
十
年

仲

12

I八
一
行
敏
雑
卒
付
一
”
申
立
て
一
頓
の
砲
定
砂
快
走

二
十
二
■
■
剥
申
仲
二
回
園
侭
歴
二
閉
塞
旬
の
自
用

私
的
独
占

の
舘
止
及

び
公
正
取

引
の
苑
保

に
閥
す
る

法
律
筋
七

十
畳
の
圏

露
一
頃
の

規
定
腱
よ

る
魚
押
の

申
立
て

そ
の
他

五
年

三
年

哩
吃
厩
持
命
令
又

は
毬
症
保
持
命
令

の
取
桐
し
の
快
走

の
原
本
三
十
年

艮
な
再
生
後
毎
二

百
三
十
五
余
卿
一

項
｛
阿
怯
鯨
二
百

四
十
四
余
腱
狛
い

て
軍
剛
す
る
喝
合

を
含
む
．
》
の
免

画
の
決
定
の
原
本
三
十
年

砿
■
隆
踊
二
回
五

十
四
亀
偏
一
項
の

免
責
敢
捌
し
の
快

定
の
原
本
三
十
年

■
ぬ
の
吹
定
の
鳳

本
三
十
年

歓
厘
径
億
面
七
十

三
魚
猟
一
項
の
否

毘
の
館
求
を
皿
専

し
た
挟
定
の
原
本
三
十
年

艮
本
再
生
怯
夙
画

三
十
五
Ｇ
節
一
項

の
暦
回
の
圃
求
を

面
容
し
た
快
定
の

原
本
三
十
年

会
社
更
生
任
錦
九

十
五
魚
蘭
一
項
《 け』

二
十

’七

件軌
付
鯉
車
件

家
本
樋
亭
件

少
年
唇
舛
鯉
な

仲匡
畷
敏
偲
腕
車

件 Ｒ
Ｕ
Ｎ
ゆ
付

行
政
鞄
事
件

人
身
凧
■
馳
事

回
員
伺
《
土

砂
申
立
て

《
皿
拠
冨

べ
を
し
た

も
”
》

軌
行
鴎
許

山
閲
求
又

は
申
立
て

保
全
命
令

小
申
立
て

瓢
的
独
占

の
鉱
止
簸

ぴ
公
正
取

引
仇
飽
縄

に
同
す
る

怯
律
篇
唱

十
粂
砂
囚

興
一
頃
の

規
定
に
よ

る
威
例
の

申
立
て

そ
の
迫

有 寄 十三五

年 年 年

風
砥
句
切
目
用
切

師
の
軸
定
の
侭
定

及
び
超
〃
の
原
本

鶴
鱈
上
の
歓
助
又

は
手
鈍
上
の
牡
助

に
よ
り
軸
付
を
画

＆
“
さ
れ
た
費
用
の

支
払
を
命
ず
ら
伏

立
又
は
取
立
て
の

庚
定
の
原
本

Ｈ
密
係
神
命
令
又

は
便
密
保
働
命
令

の
政
則
Ｌ
の
汝
竃

の
陳
木
三
十
年

民
事
再
生
佳
寛
二

百
三
十
五
桑
鳳
一

項
（
閏
陸
臆
二
面

囚
十
包
粂
に
お
い

て
単
用
寸
恐
埋
台

を
含
む
。
）
の
免

寅
の
快
竃
の
原
本
三
千
年

破
産
注
員
二
百
五

十
四
条
鋪
一
呵
鋤

免
官
酌
涜
し
の
吹

定
の
原
本
三
十
年

復
棺
の
決
定
の
原

本
三
十
年

破
産
法
禽
晦
と
十

三
条
繭
一
囮
の
苫

餌
の
側
求
を
回
写

し
た
快
走
の
原
本
三
十
年

民
事
再
生
怯
餌
百

三
十
五
条
厩
一
項

の
否
鹿
の
鮪
求
を

鹿
忠
し
た
快
走
の

原
本
三
十
年

金
杜
更
生
庄
鋪
九

十
五
粂
蔑
一
項
（

三
十
年

三
十
隼

34

九
～
十

大
《
略
）

八

民
亭
弗
畦
事
件

廟
事
非
睦
本
件

五
年

軸
打
快
走
の
埠
本
三
十
年

令
杜
法
哨
五
百
国

十
五
仏
輔
一
頃
の

査
定
の
快
童
の
原

本
（
貝
凪
の
断
え

の
あ
っ
た
６
の
を

陣
く
）
三
十
年

和
蛎
■
宙
三
十
年

１
国
廊
曲
編
６
な
の

一
～
七
（
略
｝

一
事
件
印
随
画
一
挺
仰
の
保
存
用
同
一
事
件
自
飼
の
保
存
卿
間

九
’
十

大
（
国
上
》

八

民
事
弊
‐
陸
事
件

向
事
鉢
ロ
本
件

五
年

和
侮
画
客
三
十
年

《
麟
設
》

会
社
途
粛
五
百
四

十
五
凸
閉
一
項
の

蜜
定
の
快
定
の
原

本
（
員
■
の
蘭
え

の
あ
っ
た
も
の
を

除
く
。
》
三
十
年

一
～
七
（
口
上
｝

｜
事
件
の
仙
麺
一
睡
母
の
像
存
剛
閏
一
車
件
魯
画
の
保
存
期
閃

し'手’ 壷'手’ 五'二＋ ｡I利 三'二十 二'二＋ -1二＋ 芋’
十
九

十
八

一

略
一

～

酪
一

へ

■
ｰ

へ

毎
一

ー

略
一

一

郎
一

へ

町
一

一

時
一

へ

晦
一

側
ｎ
ｋ
剛
Ｅ
ｇ

ｌ
什
快
定
事
件

五
句

制
河
腐
剛
“
ｇ
側

ｌ扶定の原本

’
三
十
年

表I手’ 重'手’ ｡I手’ 臺I手’ 二I芋’ -'rl 手’
＋
九
十
八

《
同
上
》

《
同
上
）

《
同
上
）

（
同
上
）

《
同
上
）

《
同
上
）

《
口
上
）

（
同
上
》

《
同
上
）

《
駈
段
）



勺
■
■
６
■
《
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日

文
払
命
令
砂
軍
璃

；
１

収
・
的
・
破
占
の
、
比

及
び
公
正
取
馴
、

砿
侭
健
周
す
る
、

帥
■
七
Ｉ
魚
の
田

輔
一
項
の
規
定
に

‐
よ
＆
風
何
の
厚
本
十
早

勧
■
営
尭
衙
飴
肺

・
可
援
定
の
鳳
本
十
年

《
略
》

金
融
腕
周
尊
の
更

生
早
醜
の
特
例
毎

に
目
す
る
也
律
気

六
十
凸
及
び
■
二

面
二
十
末
＆
腱
騨

い
て
■
周
す
る
壇

合
を
含
む
。
．
善
の

百
・
鯉
、
師
鶴
求
を
鹿

⑥
し
た
慨
定
の
厚

＊
三
十
年

納
什
聞
軒
の
挽
定
、

の
原
本
三
十
年

和
解
■
宮
三
十
年

四
阿
的
唯
子
の
毎
．

、
の
伐
亭
上
の
同

国
に
風
す
る
公
的

の
寓
晦
侭
閏
す
る

他
律
篤
面
十
七
凸

飼
一
頃
の
斌
定
に
。

よ
り
侭
局
険
定
を

庚
更
す
ら
侠
定
の

原
本
、
三
十
年

祁
全
的
令
の
廊
本
十
年

届
全
命
令
唾
皿
り

間
し
又
健
侭
更
す

る
蝕
村
仇
鳳
＊
＋
早

１
回
竃
係
立
他
■
命

竹
腱
働
ら
達
区
公

《
円
上
》

1

迭
一
｝
上
ら
＆
判
の
原
本
十
年

《

一

霧
十関正

余す勅

:鯛

一
二
吋
挽
定
の
原
本
‘
＋
隼

｜
哩
的
圃
占
の
就
止

。
■
一
項
の
規
定
腱

食
皿
民
間
．
毎
の
亘

主
手
域
の
仲
例
輔

膣
画
す
ら
険
偉
用

六
十
争
及
・
ぴ
鯖
二

貫
二
十
大
蛸
に
剥

い
て
堕
用
す
ら
濁へ

合
を
含
む
。
》
の

百
画
の
圃
求
呰
巳

宙
Ｌ
た
快
童
の
尿

本
三
十
年

い
け
α
肝
⑪
決
定

の
原
＊
，
三
十
年

杓
鮪
■
■
星
十
隼

画
廊
的
な
千
の
耳

、
の
民
事
上
の
側

田
に
図
す
ら
凸
的

の
爽
箆
腱
関
十
６

瞳
律
繭
百
十
七
鮪

貫
一
項
の
．
晩
迩
腱

よ
り
偽
晶
暁
定
を

異
質
す
ら
暁
定
の

原
本
・
三
十
隼

銘
全
命
令
の
原
本
十
亭

係
全
命
令
缶
取
り

倒
し
又
は
更
更
す

る
武
村
の
原
本
十
隼

《
麟
置
》

閃
産
飢
・
兜
関
始
飾

56
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I

I

ノ

九1

‐

路
一

'‘'手’
6

（
同
上
》


